
 

 

 

 

 

●概要  

この一部入力用の認定調査票は、文章を記入する項目のみをパソコン上で入力し、印刷するも 

のです。  

  審査会において特記事項の記載がより重要となるため、充実した認定調査票を作成できるよう 

に、記入の省力化を図り、あわせて審査会委員が読みやすい認定調査票とすることを目的として 

います。  

  

 ●入力できる調査項目 

この一部入力用の認定調査票で入力できる調査項目は、「認定調査票（概況調査）」（１枚目） 

のⅣ、「認定調査票（特記事項）」（４枚目以降）の各項目になります。  

なお、上記以外の項目については印刷後に手書きで記入してください。  

  

●必要となるソフトウェア   

ファイル形式は、表計算ソフトの Excel です。  

   

●使用方法  

 Excel のシート上に、透明化した認定調査票の画像を配置しており、文章を記入する項目上に 

配置したテキストボックスに入力します。  

 

 

認定調査票の各票について、次の通り作成します。  

「認定調査票（概況調査）」  

（１枚目）  

①Excel のシート上、「概況調査」のⅣの項目を入力し、

A4 用紙（白紙）に印刷します。  

②①で印刷した用紙に、送付された認定調査票から、

各種コードや番号を転記します。  

サービスの状況についても、手書きで記入します。  

「認定調査票（基本調査①②）」  

（２・３枚目）  

送付された認定調査票に、手書きでチェックします。  
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「認定調査票（特記事項）」  

（４枚目以降）  

９枚まで作成できます 

①Excel のシート上、「特記事項」に入力し、A4 用紙

（白紙）に印刷します。  

②①で印刷した用紙に、対象者番号（被保険者番号） 

と調査日を手書きで記入します。  

 

完成した認定調査票を順番にそろえ、完成となります。使用しなかった認定調査票は大きく 

×をつけて、提出する認定調査票と一緒に返送してください。  

  

 

●注意事項  

１．別の調査対象者の認定調査票と取り違えないように、十分注意をしてください。  

２．「概況調査」のⅣの項目は、文字の大きさは変更しないで入力してください。  

３．「特記事項」は、同じ内容のシートを５つ用意していますので、文字の大きさは変更せず、調

査項目番号が 1-1 から順番に並ぶように、１つ目から順次使用してください。（９枚まで作成

できます。）  

４．Excel の仕様により、画面上は枠に納まっていても、印刷すると枠からあふれて印字されない

ことがあります。印刷後に、入力した文字が全て印字されているか必ず確認してください。  

５．認定調査票の画像部分をダブルクリックすると「図の書式設定」のボックスが開きますが、こ

の設定は変更しないでください。  

６．印刷後に「左右上部」と「左下部」の ■ が印刷されているか、印刷したすべての用紙を確 

認してください。この ■ の部分が、認定調査票の読み取りに必要です。 

 

  



 

 

 

印刷後、「概況調査」の内容が全部印刷

されているか確認してください。 

（パソコン上の表示と印刷されたもの

は違う可能性があります。） 

認定調査票は、すべて画像を配置してその上にテキストボックスを配置する形で入力

します。 

そのため、画像をダブルクリックすることで表示される「図の書式設定」を変更する

と認定調査票のサイズが変わってしまい、機械での読み込みに支障をきたします。 

「図の書式設定」は変更しないでください。 

 

画像の位置を動かすと、機械での読み取り

時に、認識できなくなります。 

画像サイズの変更や位置変更された後に上

書き保存してしまうと、元に戻せませんの

で、気を付けて入力してください。 

以外の部

分は、送付され

た認定調査票か

ら転記をしてく

ださい。 

調査実施日、実

施場所のチェッ

クは、手書きし

てください。 

「特記すべき事項」のフォントは変更しないでくだ

さい。ダブルクリックすると、文章が入力できます。 

 

サービスの部分は、手書き

してください。 

印刷後、左右上部及び左下部の■がき

ちんと印刷されているか確認してく

ださい。長方形の形が変わっている

と、機械上は認識できません。 

 

  

 

 

 

 

  

（概況調査について） 



 

 

 

 1 - 1 】 【 1 - 2 】 

【 1 - 1 】 

【 1 - 2 】 ①ない  
各関節、他動的に動かす事ができ、確認動作できた。しかし、膝関節に関し 
ては痛みがあり、正座できず、椅子中心の生活となっているとのこと。腰痛  
あるが、腰椎の動く範囲に制限はない。  

【 1 - 3 】【 1 - 4 】 調査時、ベッドから離れて面接していたため、移動が負担であ 
るとの事で日頃の状況を本人・夫より聞き取りする。看護師にも同様の状況  
である事を確  

【 1 - 3 】【 1 - 4 】 ②  
ベッド柵につかまれば寝返り・起き上がりが行える。朝は腰痛がひどく、  
スムーズに起き上がりが出来ず、時間がかかるとのこと。  

【 6 - 1 】 点滴の管理 あり  
食事が十分に摂取できておらず、栄養剤の点滴が医師の指示のもと、看護  
師によって行われている。 

【 7 - A2 】  

歩行することができ、身の回りの事もおおむね自分で行っている。在宅でも、 

 

 

 

・ 

・ 

・  

 

（特記事項について） 

【1-1】④左下肢 ⑤右下肢 

両下肢は、床と水平の位置まで挙上できたが保持できなかった。下肢筋

力低下が見られ、歩行時にふらつく。 

【1-2】①ない 

各関節に可動域制限はない。 腰痛はあるが、腰椎の動く範囲に制限 

はない。 

  

 

【6-1】点滴の管理あり 

食事が十分に摂取できておらず、医師の指示のもと、看護師によって栄

養剤の点滴が行われている。  

 
【7-A２】 

下肢筋力低下が見られ、外出は受診がほとんどで、日中も寝たり起きた

りの生活である。 

フォントの大きさは変更しないでください。 読

みやすい審査会資料とするため、項目と項目の

間に余白を入れていただけるよう、ご配慮願い

ます。  

各群が終わるごとに、２行程度のスペースをあ

けてください。 

 

 

７群は、【7- 】の中に、【7-A2】などと選択した自立度

を入力してください。 

印刷後、「特記事項」の内容が全部印刷されているか確認してくださ

い。パソコン上の表示と印刷されたものは違う可能性があります。 

 

印刷後、「左右上部」及び「左下部」の■がきちんと印刷されている

か確認してください。 長方形の形が変わっていると機械上は認識で

きません。  

 

 

「対象者番号（被保険者番号）」と

「調査日」は手書きしてください。 

  

 

対象者名と、何枚目の特記事

項かの数字を手書きしてく

ださい。  

（事務局記入欄）は、記

入しないでください。  



 

 

 

※「特記事項」は入力しやすいように、あらかじめ【  】が入力されていますが、必要な部分のみを使用し、 

   不要な【  】については削除してください。 

 

※ すべての群について、１枚におさめる必要はありません。１枚目は１群、２枚目は２群など、見やすく入力 

していただけるよう、ご配慮願います。ただし、特記事項は、最大９枚までにおさめてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 


